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介護保険の理念 (介護保 険の保険給付 とは ) 

 

 

介護保険法第２条 

１  介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うも

のとする。 

 

２  保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われ

るとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 

居宅介護支援事業所は、適切なアセスメントの上で、利用者の心身の状況等を把握し、真に必要なサ

ービスを中立公正な立場から居宅サービス計画に位置付け、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪

化の防止を図ることが必要である。 

 

３  保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の

選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設か

ら、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

高齢者は社会的に弱い立場にあるとともに、サービスの受け手という意識から十分な意思表示ができな

いことがあることから、サービスや支援の提供の際には、たとえそれが善意によるものであったとしても、

常に十分に利用者の意思を確認し、利用者の立場に立った対応を行う必要がある。提供者側が一方的に

行う内容では、利用者の自発的な意思によるものとは言えない。 

居宅サービスは在宅における総合的な介護サービスの提供が基本となっており、居宅介護支援事業所

を中心として、各サービス事業所との連携のほか、市町村やボランティア等地域資源の活用や連携が必

要である。 

 

４  保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な

限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

うに配慮されなければならない。 

サービス提供の内容や水準は、利用者の居宅での自立した生活が保障されるものである必要があり、

居宅介護支援事業所は、利用者にとって真に必要なサービスとは何かをモニタリングによって常に把握

し、居宅サービス計画の変更等について検討を行わなければならない。 
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利用者本位のサービス提供 

 
 

 
 
 
 
 

利用者と事業者の対等な立場の構築 

利用者の立場の理解 

利用者の立場に立ったサービス提供 

 
 
 
利用者本位の 

 

サービス提供 

 
 
 
 
 

 利用者の立場を踏まえた事業者による意識的な利用者へのアプローチ 

（利用者への積極的な情報開示、分かりやすく丁寧な説明） 

事業者は、利用者への情報開示や情報提供に当たっては、決して事務的にならず、弱者の視点に立って、利

用者に積極的にアプローチを行うとともに、利用者から積極的に希望や質問を言えるような雰囲気づくりを行う

等、事業者と利用者が対等な立場となることを意識する必要がある。 

また、障がい特性等利用者の心身の状況に合わせた説明の仕方の工夫等を積極的に行う必要がある。 

 

 重要事項説明の重要性 

「重要事項説明書」は、利用者にとって、どのようなサービスを受けられるのか、サービスを受けるに当たって

の留意事項は何かを知り、事業所を選択する判断材料であることから、懇切丁寧な説明を行う必要がある。 

重要事項説明の不備は、サービスに関する利用者とのトラブルや利用者の不利益となることがあるので、十分

留意する必要がある。 

【過去の主な指導事項】 

○「重要事項説明書」の説明、交付いずれかの手続が行われていない 

○「重要事項説明書」に事故発生時の対応、苦情相談の窓口、苦情処理の体制及び手順等必要な事項が 

記載されていない 

○「重要事項説明書」と「契約書」が一体となっており、分離されていない 

○「重要事項説明書」と「運営規程」とで営業日時、通常の事業の実施地域等の項目に相違がある 

                                                               など 

利用者と事業者の対等な立場の構築 

（利用者が自由な選択ができる環境づくりを行うこと） 
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① 高齢者特有の心理状況への理解 

○老化を受け入れにくい心理状況 

○長い老後生活や社会的孤立等に対する不安 

○サービスの受け手として十分な意思表示ができないという心理状況 

 
② 身近にある人権 

 高齢者の人権 
高齢期になっても意欲的に社会参加している人はたくさんいます。年齢だけを理由に社会参加する機会を

奪うことがあってはなりません。高齢者が、社会の重要な一員として尊重され、就業をはじめ多様な社会活動

に参加する機会が確保される社会を形成することが必要です。 

また、高齢者に対するあらゆる形態の虐待をなくさなければなりません。すべての人が年齢を重ねるごとに

充実感を感じ、健康かつ安全な生活を送ることができる、持続可能で適切な支援を提供する必要があります。

このような取組を通じて、活力ある高齢社会を築くことが必要です。 

 

 障がい者の人権 
身近なところで障がいのあるひともない人も当たり前に暮らす・・・そのためになくてはならないことが「バリ

アフリー」です。「バリアフリー」とは、行動や人間関係をさまたげるバリア（壁）をなくしていくことです。 

解消しなければならないバリアの一つに、一人ひとりのこころのバリアがあります。障がい及び障がいのあ

る人に対する理解と認識の不足から、就労における差別や入居拒否などの問題、社会福祉施設などの設置

に際して地域住民との摩擦（いわゆる施設コンフリクト）が発生するなどの問題もあります。 

一人ひとりが、こころのバリアをなくしていくことが必要です。 

 

 同和問題 
同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造により、日本国民の一部の

人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、現在でも日常生活の上で差別を受けるな

どの日本固有の人権問題です。 

財政上の特別措置としての同和対策事業は平成 14(2002)年で終了しましたが、インターネット上での差別

的な書き込み等の差別事象が発生しており、同和問題が解決されたとは言えない状況であり、大阪府では総

合相談事業の実施による相談の受付や人権総合講座の開催、人権啓発誌の作成・配布による啓発を行って

いるところです。 

平成 28(2016)年に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨も踏まえ、引き続き同和問題

解決に向けた取組を推進しています。 

 

利用者の立場の理解 

（高齢者特有の心理状況や社会的・歴史的背景等を理解すること） 
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 外国人の人権 

令和元(2019)年12月31 日現在、大阪府民の 34 人に１人が外国人という計算になります。 

差別的な対応や不利益な扱い、住民との摩擦等のほか、国民年金の受給資格が得られなかった在日外国

人の高齢者、障がい者の年金問題や、福祉サービスについても、言葉や食事、生活習慣の違いから利用が

難しい状況が見られます。このため、多言語による情報提供や日本語学習の機会の確保など円滑なコミュニ

ケーションのための取組に加え、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、多様

性を受け入れ、対等な関係を築くとともに、国際的視野に立って一人ひとりの人権を尊重し、社会の構成員と

してともに生きていく「多文化共生」社会を築いていくことが必要です。 

大阪府で暮らしている外国人の約５割は韓国籍・朝鮮籍の人です。その多くは日本が朝鮮半島を領土とし

ていた歴史的経緯により、第二次世界大戦以前から暮らしている人とその子孫です。現在、この人たちの中

には、差別を避けるため、本名ではなく日本名（通名）で生活する人もいます。 

 
 ＨＩＶ陽性者の人権 

ＨＩＶ感染症に対する誤った知識や偏見から、感染を理由とした就職拒否や入居拒否などの人権侵害が起

こっています。 

ＨＩＶは、陽性者と一緒にいても日常生活での接触で感染することはありません。主な感染経路は性行為

で、誰もが感染する可能性がありますが、コンドームを使用するなど正しい知識を持って行動することで、感

染を防ぐことが可能です。また、ＨＩＶに感染しても、現在では医療の進歩により、治療を続けながら感染する

前と同じ生活を続けることが可能です。 

一人ひとりが正しい知識を持ち、ＨＩＶ陽性者が安心して学び、働き、生活できる社会を築くことが必要で

す。 

 

 ハンセン病回復者の人権 
ハンセン病とは、らい菌によって引き起こされる病気です。しかし、らい菌の病原性は非常に低く、感染す

ることはきわめてまれであり、感染しても発病する人はさらに少なくなります。また、優れた治療薬が開発され

ていて、早期発見・早期治療により後遺症を残さずに治る病気になっています。 

明治時代に「ハンセン病は感染症」という情報が日本にも入ってきましたが、それまで信じられていた遺伝

病説は完全には消えず、それに加えて必要以上に感染症であることが強調され、社会に広まりました。法律

による強制的な隔離政策が平成８(1996)年に「らい予防法」が廃止されるまでの間進められ、そのことが社会

の偏見や差別意識を助長し、患者やその家族に大きな苦難と苦痛を強いてきました。 

過去にあった宿泊拒否に見られるように、病気に対する根強い誤解や無理解がハンセン病療養所入所者

の地域社会への復帰や交流を妨げています。入所者が地域社会へ復帰・交流することのできる環境をわた

したちみんなで早く整え、二度とこうした間違いが起こらないようにしていくことが必要です。 
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 こころの病 

「こころの病」と言っても、種類も症状もさまざまで、原因が分かっていないものが多くあります。例えば、う

つ病と診断された場合でも、ストレスがきっかけの場合もあれば、身体の病気と関係していることもあります。 

こころの病で通院や入院をしている人たちは、国内で４１９万人（平成２９(2017)年厚生労働省患者調査）で

す。また、生涯を通じて５人に１人がかかるとも言われています。しかし、「こころの病は特別な人がかかるも

の」という、古くからの慣習や風評などから生じる先入観や偏見が解消されたとは言えず、また、このため生き

づらさや生活しづらさに苦しんでいる人たちがいます。 

こころの病は誰でもかかりうる病気であり、こうした先入観や偏見にとらわれないことが大切です。 

 

 性的マイノリティの人権 
「生物学的な性」（からだの性：生物学的な体の特徴が男性か女性か）と「性自認」（こころの性：自分の性を

どのように認識しているか）が一致している人や、「性的指向」（恋愛感情や性的な関心がどの性別に向いて

いるか）が異性に向いている人が多数派とされる一方で、これらにあてはまらない性的マイノリティ（少数者）

がいます。性的マイノリティの人権問題に関する社会の理解はまだ十分に進んでおらず、差別や偏見が存

在する中、多くの当事者が生きづらさを感じています。 

近年、国内で行われた複数の民間の調査結果によると、性的マイノリティの人は全人口の約３～１０％いる

といわれています。全人口の１０％というと約１０人に１人の割合です。生きづらさを感じている当事者は、あ

なたの周りにもいるかもしれません。 

性のあり方は人それぞれです。大切なのは、その人がどれに当てはまるかを考えるのではなく、何に困っ

ているかを一緒に考える意識や態度を身に付けることです。 

 
 個人情報保護 

個人情報は、わたしたちが日常生活や事業活動などを営んでいく上で、その利用が必要不可欠なもので

す。一方、その内容に誤りがあったり、本人に無断で収集や提供がなされた場合、プライバシーなどの個人

の権利や利益を侵害するおそれがあります。 

平成15(2003)年に制定された「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）では、国・地方公共団体

の責務や個人情報取扱事業者の義務等を定めており、この法律に基づき、国・地方公共団体は自らが保有

する個人情報の保護に関する法律や条例を定め、また、個人情報保護委員会等では個人情報取扱事業者

が守るべきガイドラインを定めています。 

大阪府では「大阪府個人情報保護条例」を平成８(1996)年から施行しています。 

 

 

《大阪府人権白書 ゆまにてなにわ ver.35 から抜粋・要約》 
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生活への満足感や生活の充実度は、一人ひとりの利用者が生活してきた生活様式や生活習慣、

考え方、価値観、生活信条、家族の状態、生きてきた時代背景等によって人それぞれ異なり、特に

高齢者には 65 年以上の人生の重みがある。 
このため、サービス提供に当たっては、身の回りの介護だけでなく、広い範囲での主体的な生活

活動を支援するといった観点に立ち、画一化して対応するのではなく、一人ひとりに着目して考え

るという視点が極めて大切である。 
そのためには、利用者の尊厳の保持とプライバシーの保護を基本に据えることが不可欠であり、

事業者は継続的な取組を行う必要がある。 

 

【利用者の立場に立ったサービス提供の視点】 

 日常生活の支援において、いかなる場合であっても強制的な言動、暴言、体罰、差別的な言動をしていな

いか 

 介護や運営の効率化を重視するあまり、日常生活に不必要な規制や行動制限を強いていないか 

 記憶障がいや認知力、判断力の低下等認知症に関する症状があることをもって、直ちに主体性や自己決

定する能力がないと判断していないか 

 視覚障がい者や聴覚障がい者、言語障がいのある人、外国人等、文字や話し言葉によるコミュニケーショ

ンに困難がある人に対して、点字や手話、身振り手振り、カード、絵文字等の手段を柔軟に用いて意思疎

通の円滑化に努めているか 

 サービス提供に当たっては、ＡＤＬや介護の必要度等現在の状態からだけで利用者を理解するのではな

く、一人ひとりの生きてこられた時代背景についての知識を積み重ね、豊かな想像力をもって利用者の永

い人生に思いを馳せ、その延長線上で現在の状況を理解しているか 

 人格を尊重し、年長者に対する礼を尽くし、不快な言葉や子ども扱いした言葉を使わず、暖かで親しみや

すい雰囲気を持った会話を心がけているか 

 常に利用者の意向や希望を確認し、反映させるよう努めているか 

 介護者には仕事を通じて知り得た情報について守秘義務があり、普段の会話でも話題にしないよう気を付

けているか 

利用者の立場に立ったサービス提供 

（一人ひとりに着目したサービス提供を行うこと） 
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指定居宅サービス事業者等の指定・指導体制 

 

 

大阪府内の指定・指導権限について 

 

大阪府では市町村への権限移譲を進め、知事の権限に属する事務のうち 

■介護保険法に基づく居宅サービス等事業者の指定・指導等の事務 

■老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業の開始届の受理等に関する事務 

については、移譲市町村（広域連合を含む。以下同じ。）がそれぞれ権限を有しています。 

 

令和３年４月現在、大阪府が権限を有するのは、守口市、門真市、四條畷市、摂津市、大東市、交

野市、藤井寺市、羽曳野市及び島本町の区域です。 

 

これら８市１町以外の市町村の区域に所在する事業所についての指定・指導業務は、 

・指定都市（大阪市・堺市）及び中核市（高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・

吹田市）は各市の条例に基づき、行います。 

・その他の市町村は大阪府条例に基づき、各市町村が行います。 

 

 

介護保険法改正による指定・指導権限の移譲について 

 

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平

成 26年法律第 83号）による介護保険法の一部改正により、 

■介護予防訪問介護・介護予防通所介護事業については、介護予防・日常生活支援総合事業（いわゆ

る総合事業）への移行により平成 30年 3月 31日をもって終了 

■指定居宅介護支援事業者の指定・指導権限については、平成 30年 4月 1日から市町村に移譲 

となっています。 

 

大阪府が指定居宅サービス等事業者の指定・指導権限を有している守口市、門真市、四條畷市、摂

津市、大東市、交野市、藤井寺市、羽曳野市及び島本町の区域においても、指定居宅介護支援事業者

についてはこれら８市１町が指導・監督権限を有しています。御注意ください。 
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資料１ 

 

新型コロナウイルス感染症について 

 

・新型コロナウイルスを防ぐには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

 

・新型コロナを疑う場合の受診相談体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 

・スマホ検査センターについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２～１６ 

 

・福祉施設で働くみなさまにあらためてお願いしたいこと・・・・・・・・・・・・・１７ 

 

・高齢者施設等への新規入所者における入所時の検査について・・・・・・・・１８～１９ 

 

・高齢者施設等従事者定期 PCR検査について・・・・・・・・・・・・・・・・２０～２１ 

 

・臨時的な取扱いや感染対策等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２～２６ 

 

 

※本内容は令和３年６月１日時点の情報です。 

 最新の情報は大阪府ホームページ等にて適宜ご確認をお願いします。 
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感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、季節性インフルエンザと

比べ、重症化するリスクが高いと考えられます。重症化すると肺炎となり、

死亡例も確認されているので注意しましょう。

特にご高齢の方や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性が考えられます。

新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。空気感染は起

きていないと考えられていますが、閉鎖した空間・近距離での多⼈数の会話

等には注意が必要です。

新型コロナウイルスを防ぐには

発熱やのどの痛み、咳が⻑引くこと（１週間前後）が多く、強いだるさ

（倦怠感）を訴える方が多いことが特徴です。

まずは手洗いが⼤切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、⾷事前などに

こまめに石けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。

新型コロナウイルス感染症とは

日常生活で気を付けること

飛沫

感染

感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放

出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染

します。

ひまつ

せき

けんたいかん

発熱等の⾵邪の症状が⾒られるときは、学校や会社を休んでください。

持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人込みの多い場所を避けるなど、

より一層注意してください。

咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触った

ものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可能

性がありますので、咳エチケットを⾏ってください。

接触

感染

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触

れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手

に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。

発熱等の⾵邪症状が⾒られたら、毎⽇、体温を測定して記録してください。
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福祉施設等の管理者、職員の皆様へ

大阪府高齢者施設等「スマホ検査センター」は、高齢者施設等における新型コロナウイルスを
早期に発見し、高齢者等の方々の重症化予防やクラスター発生防止による福祉サービスの安定的
提供のため、現在行っている保健所やかかりつけ医での体制に加え、少しでも症状があれば速や
かに検査いただけるよう設置したものです。
各施設におかれては、日頃から感染予防の徹底とともに、職員や利用者の皆さんの健康観察等
により、感染拡大の予兆をいち早くつかむ努力もいただいていますが、本センターが施設の皆様
のこうした努力の一助となることを願っております。

★皆様に改めて以下のことをお願いいたします★

１ 「疑い事例」をいち早く把握しましょう。

〇 感染の疑いについてより早期に把握できるよう、毎日の検温の実施等により、日頃から
職員や利用者の健康の状態や変化に留意してください。

〇 職員や通所施設の利用者に発熱等の症状が認められた場合には、来所させず、自宅に
とどまるよう、指示してください。

〇 職員や利用者に発熱等の症状がある場合は、
①「かかりつけ医」または「新型コロナ受診相談センター」（保健所）への相談
②「スマホ申込検査センター」
のいずれか（重複して相談、申込をしないでください）を利用できます。

【注意！】ご自身で唾液採取できない方や、息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状が
ある場合など、受診が必要な方は、必ず、①を利用してください。

受診相談センターの連絡先
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html

２ 「疑い事例」からクラスター発生防止のための初動対応を実施しましょう。

〇 感染疑いのある方を介護する際には、介護者は、個人防護具（マスク・手袋、ガウン・
エプロン）を着用しましょう。また、手指消毒などの感染予防を徹底しましょう。

〇 感染疑いのある方とそうでない方を空間的に分ける（ゾーニング）を行いましょう。

〇 感染発生時に継続する業務と休止する業務を整理するとともに、シフト表等を見直し、
感染収束までの人員配置を検討しましょう。

１ 感染疑い事例の早期把握と、把握した段階からの初動対応が重要です！

施設におけるクラスター発生事案を分析すると、早期に対応できた施設は
いずれも「疑い事例発生時」から万一に備え、ゾーニングや職員の感染防護
措置などの適切な対応を実施していました。
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１ 「新型コロナウイルス感染症対策 社会福祉施設等自己点検チェックリス
ト」で準備状況を確認しましょう。

【主なチェック項目】
〇 必要物資の確保・備蓄（発生想定人数×14日分が目安です。）

マスク、手袋、ガウン・エプロンなどの個人用防護具、消毒液等の在庫量及び必要量を
確認してください。

〇 清掃などの環境整備
サービス提供にあたって清掃の徹底及び消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム液等

の消毒液の適切な使用方法を、裏面「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」を
参照し、確認してください。

〇 個人防護具の着脱方法の確認
マスク、手袋、ガウン等の着脱方法の正しい手順を、裏面「個人防護具の着脱の手順」

を活用するなどによって、施設等の職員の皆さんで確認してください。

〇 感染対策にかかる関係者の連絡先の確認
施設所在地を管轄する保健所のほか、関係者の連絡先を分かりやすくまとめておき、複

数名の職員が理解しておくなど、万一の場合でも、速やかに対応できる体制を整えてくだ
さい。

２ 受援計画を策定しましょう。
感染発生時に適切な措置がとれるよう、初動対応等を定めた「受援計画」を策定しましょ

う。

特に、高齢者等の住まいとなっている入所施設は、クラスター発生時もサービスの継続運
営を確保することが求められます。

職員に陽性者等が発生した場合に、どの業務を維持し、どの業務を休止するかなど、業務
仕分けや人員体制を事前に検討しておくことが極めて重要です。

※ 受援計画は、円滑に応援職員を受け入れる上でも極めて重要です。感染発生時に職員不
足が生じるおそれのある施設は、積極的に取り組んでください。

２ 迅速かつ適切な初動対応のためには、事前の準備が必要です！

迅速かつ適切な初動対応がとれるよう、改めて、各施設の準備状況を確認
してください。感染拡大が始まる前から、利用者や職員の命を守るための万
全の準備を！
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※ ゾーニングの実施や職員の感染防護措置などの適切な対応について
⇒「新型コロナウイルス感染症 病院・高齢者施設 感染クラスターケースタディ2020－

大阪」

⇒ http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39235/00000000/casestudy2020.pdf

※ 個人防護具の着脱方法の手順について
⇒「個人防護具の着脱の手順」

⇒ https://www.safety.jrgoicp.org/ppe-3-usage-putonoff.html

※ 消毒液の適切な使用方法等について
⇒「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」

⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

※ 「受援計画」について検討していただく内容等について
⇒「「受援計画」の検討・策定について」

⇒ http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39235/00000000/jyuenkeikaku.pdf

※ 「受援計画」の策定例（救護施設の分）について
⇒「新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画
（応援職員受入れに係る受援計画）（救護施設みなと寮）」

⇒ http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40035/00000000/jyuenkeikaku.pdf

参考：引用
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※ 新型コロナウイルス感染症の基礎知識や、社会福祉施設等における対策について
⇒「社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策」

⇒ http://www.pref.osaka.lg.jp/fukushisomu/kansentaisaku/index.html

※ 介護職員のための感染症対策（新型コロナウイルス感染症防止策や感染者が発生した
ときの対応等）について
⇒「介護職員のための感染対策マニュアル」（概要版）

⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678255.pdf

参考：引用

大阪府広報担当副知事もずやん
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別添資料 2 

大阪府福祉部地域福祉推進室地域福祉課  

電話：06-6944-7602 ファクシミリ：06-6944-6681  メール：chiikifukushi-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp 

 

福祉施設で働くみなさまにあらためてお願いしたいこと  
高齢者施設等におけるクラスター発生事例では、施設で働く職員からの感染が多くなっています。 
感染対策に詳しい看護師（感染管理認定看護師、感染症看護専門看護師）が福祉施設等を訪問した

経験から、あらためてお願いしたいことをまとめました。日々、感染症対策に取組んでおられる中、施設

クラスター発生予防のためにも、今一度、ご確認ください。                         
協力：（公社）大阪府看護協会    

職員のみなさんに、あらためて、注意していただきたいこと 
 職員同士でマスクなしの会話 

ロッカールーム・食事・休憩室等の場面が変わる時が要注意です！ 
 同居者や家族以外の方との会食 

飲食を通じての感染のリスクにご注意ください。 

 体調不良時の無理な出勤 

以下の症状がある場合は、職場には来ず、管理者に相談し検査を受けましょう。 
＊有症状者を対象とした高齢者施設等「スマホ検査センター」を利用して、素早く検査につなげてください。 
・発熱 
・風邪症状（鼻汁・咽頭痛・咳など） 
（※花粉症やアレルギーのある方はいつもと違うと感じる場合） 
・嗅覚障害・味覚障害 

 職場での正しいマスクの着用・手指消毒 

口と鼻を確実に覆うようにしてください。鼻出しは厳禁です！できれば、職場では、不織布マスクを！  
施設内の感染リスクを軽減するためにできることを、ぜひ実践してください！ 

 ユニバーサルマスキング 

施設内では職員、利用者、来訪者すべての人がマスクを着用していますか。 
（利用者にも可能な限り、着用を呼びかけましょう） 

 距離の保持・入所者の体調管理の徹底 

ふだんから、入所者同士の距離をとっていただいていますか。 
ショートステイおよび新規入所者（できれば２週間程度）と長期入所者は可能な範囲で、集団の場では 2ｍ以上の距離

をおいていただいていますか。 
 食事・口腔ケア 

可能な限り、利用者さん同士を対面で座らせない、パーテーションを置くなど、飛沫がかからない工夫をしていますか。  
感染の疑い事例が出たときから、万が一に備え、初動を素早く！ 

 感染の疑い事例をいち早く把握、行動を 
感染の疑いのある方を介護する場合、個人防護具の着用や手指消毒の徹底、また、集団の場から離す、空間的に分ける

等を行いましょう。 
 感染者が発生した場合は、すぐに自治体担当部署・保健所に相談しましょう 

感染者の隔離や消毒、ゾーニングなど保健所からの指示に従い、迅速に対応しましょう。  

スマホ検査センターの 
申込みはこちらから 
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 感 対 第 6 4 1 4 号 

 令和３年２月１０日 

高齢者施設等管理者・施設長 様 

大 阪 府 福 祉 部 長 

大阪府健康医療部長 

 

 

高齢者施設等への新規入所者における入所時の検査について（通知） 

 

 

日ごろより、府政及び新型コロナウイルス感染症対策の推進にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、本府における新型コロナウイルス感染症の感染状況は、年明け以降、陽性者数が増加し、1 週間

の人口 10万人あたりの新規陽性者数は 18.16人（令和３年２月５日現在）と高い水準を維持している状況

です。 

とりわけ、第三波（令和２年 10 月 10 日）以降に高齢者施設等で発生したクラスターは、２月５日時点で

109 施設（陽性者 2,024 人）に上っており、当該施設におけるクラスター発生防止について、より一層の取

組みが必要です。 

つきましては、こうした状況への対応策として高齢者施設等への新規入所者（医療機関から退院後の

再入所・再入居の方や入所・入居の契約済みの方、又は確定している方も含みます。）について、下記の

場合には行政検査として取り扱いますのでお知らせいたします。 

  なお、運用の開始は、２月１２日からといたします。 

 

記 

 

 高齢者施設等への新規入所者について、医師が必要と認める場合には、症状の有無に関わらず保

険適用で新型コロナウイルスの検査を行うことが可能です。 

検査の実施については、新規入所者の入所前の生活状況等を勘案し、検査の要否を貴施設の連携

医療機関等（同一法人の医療機関、併設医療機関、協力医療機関等、高齢者施設が平時に連携して

いる医療機関）の医師と相談してください。なお、連携医療機関等に相談される際は、本通知文と別紙

の医療機関あてのお知らせをご提示ください。 

 

 高齢者施設等：介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、 

介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老 

人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 

（いずれも併設通所サービス・短期入所サービス事業所を含む。なお、高齢者施設等にお

かれては、併設通所・短期事業所にも本通知内容をご了知いただきますようお願いします。） 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

（高齢者施設に関すること） 

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ 

電話 06-6944-7106 
 

（併設通所・短期サービスに関すること） 

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 居宅グループ 

電話 06-6944-7099 
 

（行政検査に関すること） 

大阪府健康医療部保健医療室感染症対策課感染症・検査グループ 

電話 06-4397-3204 
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（別紙） 

※高齢者施設等管理者・施設長 様 

連携医療機関等に新規入所者の検査について相談される際は、府からの通知文本文と、このお知らせを連携 

医療機関等にご提示ください。 

 

 

 

高齢者施設等連携医療機関等様へ 

 

 

 

    大阪府では、高齢者施設等への新規入所者における入所時の検査について、令和 3年 2月 10

日付け感対第 6414号にて各高齢者施設等あて周知しております。 

つきましては、以下の点にご留意の上、よろしくお取り計らいください。 

 

 

                                記 

 

 

１  連携医療機関等において検査が実施できない場合は、連携医療機関等から相談窓口にご相 

 談ください。相談窓口は、２月 12日から運用を開始します。 

        ＜相談窓口＞ 開設時間（土日・祝日含む） ９時～18時  電話番号 06-7166-9988 

 

 

 ２  連携医療機関の医師が必要と判断して実施した保険適用の検査については、その医療機 

関と府もしくは政令市・中核市が行政検査に係る委託契約を締結することで、検査にかかる費 

用を公費にすることが可能です。 

（当該契約の効力は遡及可能ですので管轄の保健所へご相談ください）。 

 

 

                                      大阪府 
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はじめての方へ サイトマップホーム > 健康・医療 > 医療・医療費 > 大阪府感染症対策情報 > 高齢者施設等従事者定期PCR検査について

高齢者施設等従事者定期PCR検査について

更新日：令和3年4月5日

高齢者施設等従事者定期PCR検査に関する概要

施設における新型コロナウイルス感染者の早期発見、及び無症状感染者を原因とするクラスター発生を未然に防止する観点から、施設等の従事者を対象に、２月２２日よ

り２週間に１回の頻度で定期的に検査を実施しています。４月以降６月末まで本検査を継続することとなりました。

各施設におかれては、日頃から感染予防の徹底とともに、感染拡大の予兆をいち早く把握する体制をとっていただいているところですが、本検査の活用により、施設の感

染対策の一助となることを願っております。

１．対象者について（以下、ア～ウの項目をすべて満たす方）

ア 大阪府保健所管内の地域（※）に所在する以下の施設の従事者であること（常勤・非常勤は問いません。）

  （※）大阪市・堺市・東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市を除く大阪府内の市町村

〇高齢者入所施設の従事者

  （介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、

   養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅）

〇障がい者入所施設の従事者

  （障がい者支援施設、共同生活援助事業所、宿泊型自立訓練事業所、療養介護事業所）

〇救護施設の従事者

  ※ いずれも併設通所サービス・短期入所サービス事業所を含む

イ 受検者に何も症状がないこと

ウ 検査に申し込みをする時点で、施設内にて陽性者が発生しておらず、保健所の介入がないこと

★ なお、検体（唾液）が採取できない場合や受診が必要な場合等は、本検査の対象外となりますので、お近くのかかりつけ医にまずご相談ください。

   （⇒ 診療・検査医療機関ホームページ）

   夜間・休日やかかりつけ医がいない方などは、施設等所在地や自宅住所地を管轄する保健所（新型コロナ受診相談センター）にご相談ください。

   （⇒ 新型コロナ受診相談センター一覧）

★ ご自身で唾液採取が出来る有症状の方は、高齢者施設等「スマホ検査センター」（大阪府）でも検査の申し込みが可能です。

   （⇒ 高齢者施設等「スマホ検査センター」のホームページ）
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1つ前のページに戻る このページの先頭へ

大阪府
（法人番号  4000020270008）

本庁 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 （代表電話）06-6941-0351

咲洲庁舎 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 （代表電話）06-6941-0351

© Copyright 2003-2021 Osaka Prefecture,All rights reserved. 

お問合せ ユニバーサルデザインについて 個人情報の取り扱いについて このサイトのご利用について 

 【参考：受診が必要な場合（こちらをご相談いただく際の目安にしてください）】

＜すぐに相談＞ 

   １．息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

   ２．重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合 

     (※)高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方、透析治療を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

   ３．妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合  ※ 念のため、早めに相談してください 

   ＜症状が４日以上続くときは必ず相談＞

   上記１、２、３以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪症状が４日以上続く場合

   ※ 強い症状や解熱剤を飲み続けている方はすぐに相談してください 

２．申込みについて

  予約申込マニュアルをお読みの上、下記予約フォームよりお申し込みください。（ボタンをクリックもしくはQRコードを読み取り）

  ※ なお、検査申込は施設の窓口担当者にてまとめて行ってください。

  ■ 予約申込マニュアル ⇒ 高齢者施設等従事者定期PCR検査 検査申込マニュアル [PDFファイル／530KB]

※このWEB申込フォームは新規申込専用となります。

   これまでに定期PCR検査を受検したことがある施設は、施設管轄の保健所内にある検査調整センターにお問い合わせください。

３．FAQ・問い合わせについて

お問い合わせの前に、FAQをお読みください。

 【検査申込に関するFAQ一覧】 FAQはこちら(外部サイト)

 【お問い合わせ先】

 定期PCR検査に関する相談窓口

 TEL：０６－７１６６－９９８８  ＜開設時間：午前9時～午後6時（土日・祝日も対応）＞

参考資料

感染疑い事例の早期把握と、把握した段階からの初動対応が重要です！

施設におけるクラスター発生事案を分析すると、早期に対応できた施設はいずれも「疑い事例発生時」から万一に備え、ゾーニングや職員の感染防護措

置などの適切な対応を実施しています。

「新型コロナウイルス感染症 病院・高齢者施設 感染クラスターケースタディ2020－大阪」http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39235/00000000/casestudy2020.pdf

「介護職員のための感染対策マニュアル」（概要版） http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39235/00000000/izumisano.pdf

「社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策」http://www.pref.osaka.lg.jp/fukushisomu/kansentaisaku/index.html

「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

「個人防護具の着脱方法」 https://www.safety.jrgoicp.org/ppe-3-usage-putonoff.html

「「受援計画」の検討・策定について」http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39235/00000000/jyuenkeikaku.pdf

このページの作成所属

健康医療部 保健医療室感染症対策企画課 感染症・検査グループ
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資料２ 

 

指定居宅サービス事業者等に対する指導及び監査 

 

・指定居宅サービス事業者等に対する指導及び監査の実施方法 ・・・・・・・・・・・・２８ 

 

・指定居宅サービス事業者等に対する指導及び監査フロー図 ・・・・・・・・・・・・・２９ 

 

・指定居宅サービス事業者等の指定の取消し等の規定（介護保険法）・・・・・・・ ３０～４４ 

 

・令和元年度及び令和２年度における事業者指定の取消し及び効力停止の事例・・・４５～４９ 

 

・業務管理体制の整備に関する届出について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

 

・業務管理体制の整備に関する検査について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 
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う

指
導

改
善

報
告

書

期
限

を
経

過
し

、
な

お
相

当
期

間
を

経
た

後
も

改
善

さ
れ

な
い

場
合

は
、

行
政

処
分

の
対

象

指
定

の
全

部
又

は
一

部
の

効
力

の
停

止

行
政
処
分

行
政
処
分

返
還

命
令

返
還

額
の

確
定

加
算

金
の

賦
課

！
取

消
処

分
に

よ
り

事
業

者
指

定
に

係
る

欠
格

事
由

該
当

者
と

な
る

者
＝

当
該

指
定

取
消

し
等

に
係

る
聴

聞
通

知
（
行

政
手

続
法

第
1
5
条

）
が

あ
っ

た
日

前
6
0
日

以
内

に
役

員
等

＊
で

あ
っ

た
者

＊
役

員
イ

業
務

を
執

行
す

る
（
合

名
会

社
、

合
資

会
社

、
合

同
会

社
の

）
社

員
・
（
株

式
会

社
の

）
取

締
役

・
執

行
役

又
は

こ
れ

ら
に

準
ず

る
者

（
社

会
福

祉
法

人
等

の
理

事
）

ロ
相

談
役

、
顧

問
等

の
名

称
を

有
す

る
か

ど
う

か
は

問
わ

ず
、

イ
に

掲
げ

る
者

と
同

等
以

上
の

支
配

力
を

法
人

に
対

し
有

す
る

も
の

と
認

め
ら

れ
る

者

＊
事

業
者

の
使

用
人

で
あ

っ
て

、
事

業
者

の
事

業
所

又
は

事
業

者
が

開
設

し
た

施
設

を
管

理
す

る
者

公
示

（公
報

登
載

）

○
指

定
取

消
し

等
の

事
由

に
該

当
す

る
行

為
が

な
さ

れ
た

か
、

あ
る

い
は

疑
わ

れ
る

場
合

○
明

ら
か

に
不

正
又

は
著

し
い

不
当

等
が

疑
わ

れ
る

場
合

過
誤

調
整

不
適

正
な

報
酬

算
定

が
見

受
け

ら
れ

る
場

過
誤

調
整

不
適

正
な

報
酬

算
定

が
見

受
け

ら
れ

る
場

合

勧
告

に
従

わ
な

か
っ

た
と

き

公
表

保
険

者

保
険

者

保
険

者
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
等
の
規
定
【
介
護
保
険
法
】
 

 

条
文
（
参
照
条
文
を
太
字
で
表
記
）
 

参
照

条
文
 

（
指
定
の
取
消
し
等
）
 

第
77

条
 
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、当

該
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
第

41
条
第
１
項

本
文
の
指
定
を
取
り
消
し
、又

は
期
間
を
定
め
て

そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停

止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 
 指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、第

70
条

第
２
項
第
４
号
か
ら
第
５
号
の
２
ま
で
、
第

10
号
（
第
５
号
の
３
に
該
当
す
る
者
の
あ
る

も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
、
第

10
号
の

２
（
第
５
号
の
３
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も

の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
、
第

11
号
（
第

５
号
の
３
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
を
除

く
。
）
又
は
第

12
号
（
第
５
号
の
３
に
該
当

す
る
者
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。
 

            

       第
70

条
第
２
項
 

第
４
号
 
申
請
者
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
５
号
 
申
請
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
若
し
く
は
福
祉
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
※
1
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の

刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

※
1 

介
護
保
険
法
施
行
令
第

35
条
の
２
 

第
５
号
の
２
 
申
請
者
が
、
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
※
2
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

※
2 

介
護
保
険
法
施
行
令
第

35
条
の
３
 

第
10

号
 
申
請
者
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
第
４
号
か
ら
第

６
号
ま
で
又
は
第
７
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
10

号
の
２
 
申
請
者
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）
が
、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
第
４
号
か

ら
第
５
号
の
３
ま
で
、
第
６
号
の
２
又
は
第
７
号
か
ら
第
９
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
11

号
 
申
請
者
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
法
人
で
な
い
事
業
所
で
、
そ
の
管
理
者
が
第
４
号

か
ら
第
６
号
ま
で
又
は
第
７
号
か
ら
第
９
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
12

号
 
申
請
者
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）
が
、
法
人
で
な
い
事
業
所
で
、
そ
の
管
理
者
が
第
４
号

か
ら
第
５
号
の
３
ま
で
、
第
６
号
の
２
又
は
第
７
号
か
ら
第
９
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
５
号
の
３
 
申
請
者
が
、
社
会
保
険
各
法
又
は
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

44
年
法
律
第

84
号
）
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
金
（
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
・
・
・「

保
険
料
等
」

と
い
う
。）

に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を

受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
３
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
全
て
（
当
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該
処
分
を
受
け
た
者
が
、
当
該
処
分
に
係
る
保
険
料
等
の
納
付
義
務
を
負
う
こ
と
を
定
め
る
法
律
に
よ
っ
て
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
等
に
限

る
。・

・
・
）
を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
６
号
 
申
請
者
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
第

77
条
第
１
項
又
は
第

11
5
条
の

35
条
第
６
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過

し
な
い
者
(当

該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第

15
条
の
規
定
に

よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
(業

務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、

相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
・
・
・
)又

は
そ
の
事
業
所
を
管
理
す
る
者
そ
の
他
の

政
令
で
定
め
る
使
用
人
(以

下
「
役
員
等
」
と
い
う
。
)で

あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、

当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以
内
に
当
該
事
業
所
の

管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て

5
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
)で

あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消

し
が
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し

て
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
 

第
６
号
の
２
 
申
請
者
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。）

が
、
第

77
条
第
１
項
又
は
第

11
5
条
の

35
第
６
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
に
限
る
。）

を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経

過
し
な
い
者
（
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第

15
条
の
規

定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も

の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以
内
に
当

該
事
業
所
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。）

で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該

指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事

実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該

事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該

当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
 

第
７
号
 
申
請
者
が
、
第

77
条
第
１
項
又
は
第

11
5
条
の

35
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第

15
条
の

規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
第

75
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
(当

該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
)で

、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
５

年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
７
号
の
２
 
申
請
者
が
、
第

76
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
（
当
該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
第

77

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
か
否
か
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
日
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
当
該
申
請
者
に
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら

10
日
以
内
に
特
定
の
日
を
通
知
し
た
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
の
日
を
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
、
第

75
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
（
当
該
事
業
の
廃
止
に

つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
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(2
) 
 指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、第

70
条

第
９
項
又
は
第

11
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
付
さ
れ
た
条
件

に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

   

(3
) 
 指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
当
該
指

定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
の
知
識
若
し
く

は
技
能
又
は
人
員
に
つ
い
て
、第

74
条
第
１

項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
基
準
又

は
同
項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
員

数
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と

き
。
 

 (4
) 
 指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、第

74
条

第
２
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

に
従
っ
て
適
正
な
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
の
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

と
き
。
 

 (5
) 
 指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、第

74
条

第
６
項
に
規
定
す
る
義
務
に
違
反
し
た
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。
 

 (6
) 
 居

宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
請
求
に
関
し
不

正
が
あ
っ
た
と
き
。
 

第
８
号
 
第
７
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第

75
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
、
同
号

の
通
知
の
日
前

60
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人
(当

該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
)の

役
員
等
又
は
当

該
届
出
に
係
る
法
人
で
な
い
事
業
所
(当

該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
)の

管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
、
当
該
届

出
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
９
号
 
申
請
者
が
、
指
定
の
申
請
前
５
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。
 

 第
70

条
第
９
項
 
都
道
府
県
知
事
は
、
第
６
項
又
は
前
項
の
意
見
を
勘
案
し
、
第

41
条
第
１
項
本
文
の
指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
事
業
 

 
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
70

条
第

11
項
 
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
協
議
を
求
め
た
市
町
村
長
の
管
轄
す
る
区
域
に
所

在
す
る
事
業
所
が
行
う
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
第

1
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
第

41

条
第

1
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
と
し
、
又
は
同
項
本
文
の
指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
等
の

事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 大
阪
府
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
 

       大
阪
府
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
 

      第
74

条
第
６
項
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
要
介
護
者
の
人
格
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
を

遵
守
し
、
要
介
護
者
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(7
) 
 指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、第

76
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書

類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て

こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た

と
き
。
 

   (8
) 
 指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
当
該
指

定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
が
、第

76
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ

れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に

対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁

を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。
た

だ
し
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者

が
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
が
相
当
の
注
意
及
び
監
督
を

尽
く
し
た
と
き
を
除
く
。
 

 (9
) 
 指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
不
正
の

手
段
に
よ
り
第

41
条
第
１
項
本
文
の
指
定

を
受
け
た
と
き
。
 

          

第
76

条
第
１
項
 
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
等
」
と
い
う
。）

に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示

を
命
じ
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
若
し
く
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者

等
に
対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る

事
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

              第
41

条
第
１
項
本
文
 
市
町
村
は
、
要
介
護
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
（
以
下
「
要
介
護
被
保
険
者
」
と
い
う
。）

の
う
ち
居
宅
に
お
い
て
介
護

を
受
け
る
も
の
（
以
下
「
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
」
と
い
う
。）

が
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」

と
い
う
。）

か
ら
当
該
指
定
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
」
と

い
う
。）

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
に
対
し
、
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
・
・
・
に
つ
い
て
、
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
。
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(1
0)
 
 
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の

他
国
民
の
保
健
医
療
若
し
く
は
福
祉
に
関

す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
こ
れ

ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に

違
反
し
た
と
き
。
 

     

(1
1)
 
 
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス

等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を

し
た
と
き
。
 

 (1
2)
 
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法
人
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち

に
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部
若
し
く

は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
前
５
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し

不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
が

あ
る
と
き
。
 

 (1
3)
 
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法
人
で

な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

管
理
者
が
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部

若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
前
５
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し

た
者
で
あ
る
と
き
。
 

介
護
保
険
法
施
行
令
第

35
条
の
５
各
号
 

健
康
保
険
法
 
児
童
福
祉
法
 
栄
養
士
法
 
医
師
法
 
歯
科
医
師
法
 
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
 
歯
科
衛
生
士
法
 
医
療
法
 

身
体
障
害
者
福
祉
法
 
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
 
生
活
保
護
法
 
社
会
福
祉
法
 
知
的
障
害
者
福
祉
法
 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
 
薬
剤
師
法
 
老
人
福
祉
法
 
 

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
 
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
 
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
 
義
肢
装
具
士
法
 

精
神
保
健
福
祉
士
法
 
言
語
聴
覚
士
法
 
発
達
障
害
者
支
援
法
 
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
 

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
 

再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
 
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
 
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
 

公
認
心
理
師
法
 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
 
臨
床
研
究
法
 【
33

法
律
】
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指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
等
の
規
定
【
介
護
保
険
法
】
 

 

条
文
（
参
照
条
文
を
太
字
で
表
記
）
 

参
照

条
文
 

（
指
定
の
取
消
し
等
）
 

第
11
5
条
の
９
 
都
道
府
県
知
事
は
、次

の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、当

該

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
第

53

条
第
１
項
本
文
の
指
定
を
取
り
消
し
、又

は
期
間

を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の

効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 
 指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

11
5
条
の
２
第
２
項
第
４
号
か
ら
第
５
号
の

２
ま
で
、
第

10
号
（
第
５
号
の
３
に
該
当
す

る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
、

第
10

号
の
２（

第
５
号
の
３
に
該
当
す
る
者

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
、
第

11
号
（
第
５
号
の
３
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

と
き
を
除
く
。
）
又
は
第

12
号
（
第
５
号
の

３
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。
 

            

       第
11
5
条
の
２
第
２
項
 

第
４
号
 
申
請
者
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
５
号
 
申
請
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
若
し
く
は
福
祉
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に

処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
５
号
の
２
 
申
請
者
が
、
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ

り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
10

号
 
申
請
者
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
第
４

号
か
ら
第
６
号
ま
で
又
は
第
７
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
10

号
の
２
 
申
請
者
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）
が
、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に

第
４
号
か
ら
第
５
号
の
３
ま
で
、
第
６
号
の
２
又
は
第
７
号
か
ら
第
９
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
11

号
 
申
請
者
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
法
人
で
な
い
事
業
所
で
、
そ
の
管
理
者

が
第
４
号
か
ら
第
６
号
ま
で
又
は
第
７
号
か
ら
第
９
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
12

号
 
申
請
者
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）
が
、
法
人
で
な
い
事
業
所
で
、
そ
の
管
理
者

が
第
４
号
か
ら
第
５
号
の
３
ま
で
、
第
６
号
の
２
又
は
第
７
号
か
ら
第
９
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
５
号
の
３
 
申
請
者
が
、
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
納
付
義
務
を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処

分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
３
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の

到
来
し
た
保
険
料
等
の
全
て
を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
６
号
 
申
請
者
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
第

11
5
条
の
９
第
１
項
又
は
第

11
5
条
の

35
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か

ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
者
(当

該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政

手
続
法
第

15
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
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５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た

日
前

60
日
以
内
に
当
該
事
業
所
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て

5
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
)で

あ
る
と

き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と

な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て

の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本

文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
 

第
６
号
の
２
 
申
請
者
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。）

が
、
第

11
5
条
の
９
第
１
項
又
は
第

11
5

条
の

35
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
に
限
る
。）

を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日

か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行

政
手
続
法
第

15
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し

て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ

た
日
前

60
日
以
内
に
当
該
事
業
所
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る

と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由

と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い

て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号

本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
 

第
７
号
 
申
請
者
が
、
第

11
5
条
の
９
第
１
項
又
は
第

11
5
条
の

35
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第

15

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
第

11
5
条
の
５
第
２

項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
(当

該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
)で

、
当
該
届
出
の
日
か
ら

起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
７
号
の
２
 
申
請
者
が
、
第

11
5
条
の
７
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
（
当
該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き

第
11
5
条
の
９
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
か
否
か
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
日
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
当
該
申
請
者
に
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら

10
日
以
内
に
特
定
の
日
を
通
知

し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
日
を
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
、
第

11
5
条
の
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
（
当

該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
８
号
 
第
７
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第

11
5
条
の
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
、

同
号
の
通
知
の
日
前

60
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人
(当

該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
)の

役
員
等
又

は
当
該
届
出
に
係
る
法
人
で
な
い
事
業
所
(当

該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
)の

管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
、
当

該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
９
号
 
申
請
者
が
、
指
定
の
申
請
前
５
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。
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(2
) 
 指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

11
5
条
の
２
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指

定
を
行
う
に
当
た
っ
て
付
さ
れ
た
条
件
に

違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 

(3
) 
 指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
当

該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
の
知
識
若

し
く
は
技
能
又
は
人
員
に
つ
い
て
、
第

11
5

条
の
４
第
１
項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定

め
る
基
準
又
は
同
項
の
都
道
府
県
の
条
例

で
定
め
る
員
数
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
と
き
。
 

 (4
) 
 指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

11
5
条
の
４
第
２
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準

又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
適

正
な
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
運
営
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。
 

 (5
) 
 指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

11
5
条
の
４
第
６
項
に
規
定
す
る
義
務
に
違

反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 (6
) 
 介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
請
求
に
関
し
不

正
が
あ
っ
た
と
き
。
 

 (7
) 
 指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第

11
5
条
の
７
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又

は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命

ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報

告
を
し
た
と
き
。
 

第
11
5
条
の
２
第
６
項
 
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
意
見
を
勘
案
し
、
第

53
条
第

1
項
本
文
の
指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
事
業
の
適

正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

   大
阪
府
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
 

      大
阪
府
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
 

       第
11
5
条
の
４
第
６
項
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
要
支
援
者
の
人
格
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ

く
命
令
を
遵
守
し
、
要
支
援
者
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

     第
11
5
条
の
７
第
１
項
 
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
で

あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
等
」
と
い
う
。）

に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類

の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
若
し
く
は
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
等
に
対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
指
定
介
護
予
防
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   (8
) 
 指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
当

該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
が
、
第

11
5
条
の
７
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を

求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定

に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く

は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に

よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避

し
た
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
に
係
る
事

業
所
の
従
業
者
が
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
当

該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
相
当

の
注
意
及
び
監
督
を
尽
く
し
た
と
き
を
除

く
。
 

 

(9
) 
 指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
不

正
の
手
段
に
よ
り
第

53
条
第
１
項
本
文
の

指
定
を
受
け
た
と
き
。
 

   

(1
0)
 
 
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
こ
の
法
律

そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
若
し
く
は
福
祉

に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又

は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は

処
分
に
違
反
し
た
と
き
。
 

     

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の

設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

               第
53

条
第
１
項
本
文
 
市
町
村
は
、
要
支
援
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
の
う
ち
居
宅
に
お
い
て
介
護
を
受
け
る
も
の
（
以
下
「
居
宅
要
支
援
被
保

険
者
」
と
い
う
。）

が
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。）

か
ら
当
該
指
定
に
係
る
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）

を
受
け
た
と

き
・
・
・
は
、
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
対
し
、
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
・
・
・
に
つ
い
て
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
費
を
支
給
す
る
。
 

 介
護
保
険
法
施
行
令
第

35
条
の
５
各
号
 

健
康
保
険
法
 
児
童
福
祉
法
 
栄
養
士
法
 
医
師
法
 
歯
科
医
師
法
 
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
 
歯
科
衛
生
士
法
 
医
療
法
 

身
体
障
害
者
福
祉
法
 
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
 
生
活
保
護
法
 
社
会
福
祉
法
 
知
的
障
害
者
福
祉
法
 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
 
薬
剤
師
法
 
老
人
福
祉
法
 
 

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
 
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
 
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
 
義
肢
装
具
士
法
 

精
神
保
健
福
祉
士
法
 
言
語
聴
覚
士
法
 
発
達
障
害
者
支
援
法
 
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
 

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
 

再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
 
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
 
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
 

公
認
心
理
師
法
 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
 
臨
床
研
究
法
 【

33
法
律
】
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(1
1)
 
 
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
居
宅
サ
ー

ビ
ス
等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行

為
を
し
た
と
き
。
 

 (1
2)
 
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
役
員
等
の

う
ち
に
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部
若

し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
前
５
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に

関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た

者
が
あ
る
と
き
。
 

 (1
3)
 
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法

人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
管
理
者
が
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の

全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
前
５
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為

を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。
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指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
等
の
規
定
【
介
護
保
険
法
】
 

 

条
文
（
参
照
条
文
を
太
字
で
表
記
）
 

参
照

条
文
 

（
指
定
の
取
消
し
等
）
 

第
84

条
 
市
町
村
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、当

該
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
に
係
る
第

46
条
第

1
項
の
指

定
を
取
り
消
し
、又

は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定

の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

(1
) 
 指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
、第

79
条

第
２
項
第
３
号
の
２
か
ら
第
４
号
の
２
ま

で
、
第
８
号
（
同
項
第
４
号
の
３
に
該
当
す

る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

又
は
第
９
号
（
同
項
第
４
号
の
３
に
該
当
す

る
者
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。
 

               

       第
79

条
第
２
項
 

第
３
号
の
２
 
申
請
者
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と

き
。
 

第
４
号
 
申
請
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
若
し
く
は
福
祉
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に

処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
４
号
の
２
 
申
請
者
が
、
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ

り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
８
号
 
申
請
者
が
、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
第
３
号
の
２
か
ら
第
５
号
ま
で
又
は
第
６
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
９
号
 
申
請
者
が
、
法
人
で
な
い
事
業
所
で
、
そ
の
管
理
者
が
第
３
号
の
２
か
ら
第
５
号
ま
で
又
は
第
６
号
か
ら
第
７
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
４
号
の
３
 
申
請
者
が
、
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
納
付
義
務
を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処

分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
３
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の

到
来
し
た
保
険
料
等
の
全
て
を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。
 

第
５
号
 
申
請
者
が
、
第

84
条
第
１
項
又
は
第

11
5
条
の

35
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て

５
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第

15

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し

な
い
も
の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た
日
前

60
日
以

内
に
当
該
事
業
所
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、

当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当

該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
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(2
) 
 指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
、
当
該
指

定
に
係
る
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
の
人

員
に
つ
い
て
、第

81
条
第
１
項
の
市
町
村
の

条
例
で
定
め
る
員
数
を
満
た
す
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
き
。
 

 

(3
) 
 指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
、第

81
条

第
２
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援

の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
適

正
な
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
の
運
営
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。
 

 (4
) 
 指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
、第

81
条

第
６
項
に
規
定
す
る
義
務
に
違
反
し
た
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。
 

 

当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し

に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
 

第
６
号
 
申
請
者
が
、
第

84
条
第
１
項
又
は
第

11
5
条
の

35
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第

15
条
の

規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
第

82
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て

５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
６
号
の
２
 
申
請
者
が
、
第

83
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
（
当
該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
第

84

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
か
否
か
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
日
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
長
が
当
該
申
請
者
に
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら

10
日
以
内
に
特
定
の
日
を
通
知
し
た
場
合
に
お
け

る
当
該
特
定
の
日
を
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
第

82
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て

相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
６
号
の
３
 
第
６
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第

82
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
、

同
号
の
通
知
の
日
前

60
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
等

又
は
当
該
届
出
に
係
る
法
人
で
な
い
事
業
所
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
、

当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
 

第
７
号
 
申
請
者
が
、
指
定
の
申
請
前
５
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。
 

 第
81

条
第
１
項
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
ご
と
に
、
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
員
数
の
介
護
支
援
専
門
員

を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

    第
81

条
第
２
項
 
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
は
、
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
。
 

     第
81

条
第
６
項
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
要
介
護
者
の
人
格
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
を

遵
守
し
、
要
介
護
者
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(5
) 

 
第

28
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
の

委
託
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
調
査

の
結
果
に
つ
い
て
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と

き
。
 

         (6
) 
 居

宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
の
請
求
に
関

し
不
正
が
あ
っ
た
と
き
。
 

 (7
) 
 指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
、第

83
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書

類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て

こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た

と
き
。
 

 (8
) 
 指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は
当
該
指

定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
が
、第

83
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て

こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問

に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答

弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を

拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

た
だ
し
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業

者
が
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
が
相
当
の
注
意
及
び
監
督

を
尽
く
し
た
と
き
を
除
く
。
 

第
28

条
第
５
項
 
市
町
村
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
２
項
の
調
査
を
第

46
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
者
若
し
く
は
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
」
と
い
う
。）

又
は
介
護
支
援
専
門
員
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
27

条
 
要
介
護
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
被
保
険
者
証
を
添
付
し
て

市
町
村
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第

46

条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
も
の
又
は
第

11
5
条
の

46
第
１
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
、
当
該
申
請
に
関
す
る
手
続
を
代
わ
っ
て
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

第
27

条
第
２
項
 
市
町
村
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
職
員
を
し
て
、
当
該
申
請
に
係
る
被
保
険
者
に
面
接
さ
せ
、
そ
の
心
身

の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

市
町
村
は
、
当
該
被
保
険
者
が
遠
隔
の
地
に
居
所
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
調
査
を
他
の
市
町
村
に
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

   第
83

条
第
１
項
 
市
町
村
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
若
し
く
は
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ

っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
っ
た
者

等
」
と
い
う
。）

に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に

係
る
事
業
所
の
従
業
者
若
し
く
は
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
っ
た
者
等
に
対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
に
関
係

の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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(9
) 
 指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
、
不
正
の

手
段
に
よ
り
第

46
条
第
１
項
の
指
定
を
受

け
た
と
き
。
 

  

(1
0)
 
 
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の

他
国
民
の
保
健
医
療
若
し
く
は
福
祉
に
関

す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
こ
れ

ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に

違
反
し
た
と
き
。
 

     

(1
1)
 
 
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス

等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を

し
た
と
き
。
 

 (1
2)
 
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
役
員
等

の
う
ち
に
、
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全

部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
前
５
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス

等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を

し
た
者
が
あ
る
と
き
。
 

 

 第
46

条
第
１
項
 
市
町
村
は
、
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
、
当
該
市
町
村
の
長
又
は
他
の
市
町
村
の
長
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
者
」
と
い
う
。）

か
ら
当
該
指
定
に
係
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
居
宅
介
護
支
援
（
以
下
「
指
定
居
宅

介
護
支
援
」
と
い
う
。）

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
に
対
し
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
居

宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
を
支
給
す
る
。
 

 介
護
保
険
法
施
行
令
第

35
条
の
５
各
号
 

健
康
保
険
法
 
児
童
福
祉
法
 
栄
養
士
法
 
医
師
法
 
歯
科
医
師
法
 
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
 
歯
科
衛
生
士
法
 
医
療
法
 

身
体
障
害
者
福
祉
法
 
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
 
生
活
保
護
法
 
社
会
福
祉
法
 
知
的
障
害
者
福
祉
法
 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
 
薬
剤
師
法
 
老
人
福
祉
法
 
 

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
 
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
 
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
 
義
肢
装
具
士
法
 

精
神
保
健
福
祉
士
法
 
言
語
聴
覚
士
法
 
発
達
障
害
者
支
援
法
 
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
 

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
 

再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
 
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
 
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
 

公
認
心
理
師
法
 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
 
臨
床
研
究
法
 【
33

法
律
】
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そ
の
他
の
指
定
の
取
消
し
等
の
規
定
【
介
護
保
険
法
】

 

 

条
文
（
参
照
条
文
を
太
字
で
表
記
）
 

参
照

条
文
 

（
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
報
告
及
び
公
表
）
 

第
11
5
条
の

35
 

６
 
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
・
・
・
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
・
・
・
が
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従

わ
な
い
と
き
は
、
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
・
・
・
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
・
・
・
の
指
定
・
・
・
を
取
り
消
し
、
又
は

期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
・
・
・
の
全
部
若
し

く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 ７
 
都
道
府
県
知
事
は
、・

・
・
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
・
・
・
が
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
命

令
に
従
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
・
・
・

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
・
・
・
の
指
定
を

取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の

全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付

し
て
、
そ
の
旨
を
そ
の
指
定
を
し
た
市
町
村
長

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

    第
４
項
 
都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
前
項
の
規

定
に
よ
る
調
査
を
受
け
ず
、
若
し
く
は
調
査
の
実
施
を
妨
げ
た
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
報
告

を
行
い
、
若
し
く
は
そ
の
報
告
の
内
容
を
是
正
し
、
又
は
そ
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
１
項
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
・
・
・
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
・
・
・
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
・
・
・
の
指
定
・
・
・
を
受
け
、
訪
問
介
護
、
訪
問
入
浴
介
護
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
」

と
い
う
。）

の
提
供
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
提
供
す

る
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
又
は
施
設
の
運
営
状
況
に

関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
要
介
護
者
等
が
適
切
か
つ
円
滑
に
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
、
当

該
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
・
・
・
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
  

第
３
項
 
都
道
府
県
知
事
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
報
告
を
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
に
対
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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令
和
元
年
度
及
び
令
和
２
年
度
に
お
け
る
事
業
者
指
定
の
取
消
し
及
び
効
力
停
止
の
事
例
（
大
阪
府
内
）
 

 

指
定
権
者
 

内
容
及
び
期
間
 

サ
ー
ビ
ス
種
別
 

主
 な

 指
 定

 取
 消

 し
・
効
 力

 停
 止

 の
 事

 由
 

根
拠
規
定
 

経
済
上
の
措
置
 

大
阪
府
 

指
定
の
取
消
し
 

(H
31
.4
.1
) 

通
所
介
護
 

 
事
業
開
始
時
よ
り
、
生
活
相
談
員
２
名
の
う
ち
の
１
名
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
を

し
、
指
定
を
受
け
た
。
ま
た
、
指
定
後
、
こ
の
生
活
相
談
員
が
勤
務
し
て
い
る
実
態

も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
介
護
報
酬
を
請
求
し
た
。
 

第
77

条
第
１
項

第
９
号
 

な
し
 

大
阪
府
 

指
定
の
取
消
し
 

(H
31
.7
.1
) 

訪
問
看
護
 

利
用
者

A
氏
に
つ
い
て
、
主
治
の
医
師
に
よ
る
指
示
を
受
け
る
こ
と
な
く
事
業
所

の
判
断
に
よ
り
指
定
訪
問
看
護
を
提
供
し
、
平
成

29
年
４
月
３
日
か
ら
平
成

31
年

２
月

28
日
ま
で
の
間
、
当
該
利
用
者
に
係
る

37
6
回
分
の
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

を
不
正
に
請
求
し
た
。
 

 
利
用
者

B
氏
に
つ
い
て
、
本
件
事
業
所
の
看
護
職
員
が
指
定
訪
問
看
護
を
提
供
し

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
が
提
供
し
た
と
し
、
平
成

29
年
４
月
１
日

か
ら
平
成

30
年
６
月

17
日
ま
で
の
間
、
当
該
利
用
者
に
係
る

26
7
回
分
の
居
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
を
不
正
に
請
求
し
た
。
 

第
77

条
第
１
項

第
４

号
及

び
第

６
号
、
第

11
5
条

の
９

第
１

項
第

10
号
 

不
正
請
求
に
係
る

返
還
額
 

2,
34
9,
85
9
円
 

(加
算
金
含
ま
ず
) 

大
阪
府
 

指
定
の
効
力
の
 

一
部
停
止
３
か
月
 

(R
1.
8.
1～

10
.3
1)
 

訪
問
介
護
 

 
サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
の
作
成
及
び
整
備
並
び
に
訪
問
介
護
員
等
の
業
務
の
実
施
状

況
の
把
握
に
つ
い
て
、
平
成

30
年
の
実
地
指
導
に
お
い
て
指
導
を
受
け
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
っ
た
。
 

第
77

条
第
１
項

第
４
号
 

な
し
 

大
阪
府
 

指
定
の
効
力
の
 
 

一
部
停
止
３
か
月
 

(R
1.
12
.1
～
R2
.2
9)
 

訪
問
介
護
 

 
サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
の
作
成
及
び
整
備
に
つ
い
て
、
平
成

30
年
の
実
地
指
導
に

お
い
て
指
導
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
っ
た
。
 

第
77

条
第
１
項

第
４
号
 

な
し
 

大
阪
市
 

指
定
の
取
消
し
 

（
R1
.1
0.
31
）
 

訪
問
介
護
 

 
法
人
代
表
者
で
あ
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
の
管
理
者
兼
介
護
支
援
専
門
員
が
、
そ

の
立
場
を
利
用
し
て
、
利
用
者

12
名
に
対
し
、
平
成

29
年
２
月
か
ら
平
成

31
年
２

月
ま
で
の
間
、
一
部
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ー

ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
か
の
よ
う
に
装
い
、
介
護
報
酬
を
不
正
に
請
求
し
、
受
領
し
た
。 

ま
た
、
そ
の
不
正
を
隠
ぺ
い
す
る
た
め
に
、
虚
偽
作
成
し
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
票
を

虚
偽
作
成
す
る
前
の
情
報
に
書
き
替
え
、
証
拠
書
類
の
処
分
を
図
っ
た
。
 

第
77

条
第
１
項

第
６
号
 

不
正
請
求
に
係
る

返
還
額
 

5,
96
5,
97
1
円
 
 
 
 

(加
算
金
含
む
) 

45



大
阪
市
 

指
定
の
取
消
し
 

（
R1
.1
0.
31
）
 

介
護
予
防
型
 

訪
問
サ
ー
ビ
ス
 

生
活
援
助
型
 

訪
問
サ
ー
ビ
ス
 

 
介
護
予
防
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
、
生
活
援
助
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
と
一
体
的
に
運
営
す

る
指
定
訪
問
介
護
に
お
い
て
、
介
護
給
付
費
の
請
求
に
関
す
る
不
正
が
行
わ
れ
た
。
 

第
11
5
条
の

45

の
９

第
１

項
第

６
号
 

な
し
 

東
大
阪
市
 

指
定
の
取
消
し
 

（
R1
.1
2.
1）

 

訪
問
介
護
 

(第
１
号
事
業
含
む
) 

 
新
規
指
定
の
申
請
に
当
た
り
、
実
際
の
勤
務
予
定
者
が
１
名
（
管
理
者
兼
サ
ー
ビ

ス
提
供
責
任
者
）
の
み
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訪
問
介
護
員
と
し
て
実
在
し
な

い
３
名
分
の
資
格
を
証
す
る
書
類
（
介
護
福
祉
士
登
録
証
の
写
し
）
を
不
正
に
作
成

し
、
勤
務
予
定
者
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
員
基
準
を
満
た
し
て
い
る
よ

う
に
装
っ
て
事
業
所
の
指
定
を
受
け
た
。
 

上
記
の
実
在
し
な
い
訪
問
介
護
員
の
う
ち
１
名
が
退
職
し
た
と
し
て
事
業
の
休

止
を
届
け
出
た
後
、
訪
問
介
護
員
と
し
て
更
に
実
在
し
な
い
１
名
分
の
資
格
を
証
す

る
書
類
（
介
護
福
祉
士
登
録
証
の
写
し
）
を
不
正
に
作
成
し
、
新
た
な
勤
務
予
定
者

と
す
る
こ
と
で
人
員
基
準
を
満
た
し
て
い
る
よ
う
に
装
っ
て
事
業
の
再
開
を
届
け

出
た
。
 

第
77

条
第
１
項

第
９

号
及

び
第

１
０
号
 

第
11
5
条
の

45

の
９

第
５

号
及

び
第
６
号
 

な
し
 

忠
岡
町
 

指
定
の
効
力
の
 

一
部
停
止
６
か
月
 

(R
2.
1.
1～

6.
30
) 

通
所
介
護
 
 

(第
１
号
事
業
含
む
) 

 
新
規
指
定
申
請
時
に
人
員
基
準
を
満
た
さ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
人
員
基
準
に
合
わ
せ
た
虚
偽
の
申
請
書
類
を
提
出
し
、
指
定
を
受
け
た
。
 

ま
た
、
処
遇
改
善
加
算
の
算
定
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
不
正
に

加
算
を
請
求
し
た
。
 

監
査
時
に
お
い
て
、
虚
偽
申
請
の
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
た
め
に
、
書
類
を
改
ざ

ん
し
た
う
え
、
虚
偽
の
答
弁
を
行
っ
た
。
 

第
77

条
第
１
項

第
６

号
、

第
７

号
、
第
８
号
及
び

第
９
号
 

第
11
5
条
の

45

の
９

第
１

項
第

２
号

及
び

第
５

号
 

不
正
請
求
に
係
る

返
還
額
 

50
,2
98

円
 
 
 
 

(加
算
金
含
ま
ず
) 

46



茨
木
市
 

指
定
の
効
力
の
 

全
部
停
止
３
か
月
 

(R
1.
8.
1～

10
.3
1)
 

訪
問
介
護
 

・
実
地
指
導
に
対
す
る
改
善
報
告
を
提
出
す
る
際
、
全
利
用
者
に
つ
い
て
自
主
点
検

を
行
い
サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
が
な
い
請
求
を
過
誤
調
整
す
る
よ
う
指
導
を
受
け
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
複
数
の
利
用
者
に
つ
い
て
過
誤
調
整
及
び
報
告
を
し
な

か
っ
た
。
 

・
サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
に
サ
ー
ビ
ス
を
断
ら
れ
た
記
録
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

介
護
給
付
費
を
不
正
に
請
求
し
受
領
し
た
。
 

・
サ
ー
ビ
ス
提
供
実
績
の
記
録
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
介
護
給
付
費
を
不
正
に

請
求
し
受
領
し
た
。
 

・
同
一
利
用
者
に
対
し
別
の
ヘ
ル
パ
ー
名
で
同
一
時
刻
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
が
あ

り
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
不
明
な
も
の
に
つ
い
て
、
介
護
給
付
費
を
不
正
に
請
求

し
受
領
し
た
。
 

・
一
人
の
ヘ
ル
パ
ー
が
、
同
日
同
時
間
帯
に
複
数
の
利
用
者
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
し
た

記
録
が
あ
り
、
誰
が
、
い
つ
サ
ー
ビ
ス
に
入
っ
た
か
不
明
で
あ
り
な
が
ら
、
介
護

給
付
費
を
不
正
に
請
求
し
受
領
し
た
。
 

・
２
時
間
未
満
の
間
隔
で
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
要
時
間
の

合
算
を
行
わ
ず
に
、
介
護
給
付
費
を
不
正
に
請
求
し
受
領
し
た
。
 

・
身
体
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
つ
い
て
、
算
定
す
る
時
間
に
満
た
な
い
も
の
を
不
 
 

 
正
に
請
求
し
受
領
し
た
。
 

第
77

条
第
１
項

第
６
号
 

不
正
請
求
に
係
る

返
還
額
 
 
 

46
4,
03
2
円
 

(加
算
金
含
ま
ず
) 

大
阪
市
 

指
定
の
取
消
し
 

（
R2
.4
.3
0）

 

訪
問
介
護
 

(第
１
号
事
業
含
む
) 

利
用
者

20
名
に
つ
い
て
、
20
17

年
（
平
成

29
年
）
１
月
か
ら

20
19

年
（
令
和

元
年
）
9
月
ま
で
間
、
一
部
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
か
の
よ
う
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
票
に
実
績
を
架
空
に
計
上

し
、
介
護
給
付
費
を
不
正
に
請
求
し
受
領
し
た
。
 

第
77

条
第
１
項

第
６
号
 

第
11
5
条
の

45

の
９
第
６
号
 

不
正
請
求
に
係
る

返
還
額
 
 
 

48
,2
39
,0
48

円
 

(加
算
金
含
む
) 

堺
市
 

指
定
の
取
消
し
 

（
R2
.1
0.
11
）
 

訪
問
介
護
 

(第
１
号
事
業
含
む
) 

実
際
に
は
提
供
し
て
い
な
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
か
の
よ
う
に
虚
偽
の
提
供
記

録
等
を
作
成
し
、
介
護
給
付
費
及
び
介
護
予
防
給
付
費
を
請
求
し
、
受
領
し
た
。
 

実
際
に
は
行
っ
て
い
な
い
介
護
職
員
に
対
す
る
処
遇
改
善
の
実
績
を
報
告
し
、
介

護
職
員
処
遇
改
善
加
算
を
不
正
に
請
求
し
受
領
し
た
。
 

第
77

条
第
１
項

第
６
号
 

第
11
5
条
の

45

の
９
第
２
号
 

不
正
請
求
に
係
る

返
還
額
 

11
,9
84
,3
77

円
 

(加
算
金
含
む
) 

47



東
大
阪
市
 

指
定
の
効
力
の
 

全
部
停
止
６
か
月
 

(R
3.
2.
1～

7.
31
) 

訪
問
介
護
 

(第
１
号
事
業
含
む
) 

・
複
数
回
に
わ
た
り
、
実
際
に
は
提
供
し
て
い
な
い
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ

ス
提
供
記
録
等
の
書
類
を
作
成
し
た
う
え
、
そ
の
報
酬
を
不
正
に
請
求
し
、
受
領

し
た
。
 

・
一
部
の
利
用
者
に
つ
い
て
同
一
建
物
減
算
を
適
用
せ
ず
報
酬
を
不
正
に
請
求
し
、

受
領
し
た
。
 

・
指
定
に
係
る
事
業
所
と
は
別
に
所
在
す
る
施
設
内
に
事
業
所
と
し
て
の
実
体
を
有

す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
拠
点
を
設
け
、
当
該
施
設
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
、

同
所
を
拠
点
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
。
 

第
77

条
第
１
項

第
６

号
及

び
第

10
号
 

第
11
5
条
の

45

の
９

第
２

号
及

び
第
６
号
 

不
正
請
求
に
係
る

返
還
額
 

1,
83
5,
36
3
円
 

(加
算
金
含
む
) 

柏
原
市
 

指
定
の
取
消
し
 

（
R2
.8
.3
1）

 

訪
問
介
護
 

(第
１
号
事
業
含
む
) 

 
令
和
元
年

11
月
８
日
よ
り
実
施
し
た
監
査
に
お
い
て
、
法
人
代
表
者
に
帳
簿
書

類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
た
が
、
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
。
 

 
監
査
に
お
い
て
、
市
か
ら
事
実
確
認
を
す
る
た
め
に
再
三
連
絡
を
し
た
が
、
こ
れ

に
応
じ
ず
、
事
業
所
の
営
業
の
所
在
を
不
明
な
状
態
に
し
、
監
査
の
進
行
を
妨
げ
た
。 

第
77

条
第
１
項

第
７

号
及

び
第

８
号
 

法
第

11
5
条
の

45
の
９
第
１
項

第
６
号
 

な
し
 

大
阪
市
 

指
定
の
取
消
し
 

（
R1
.1
0.
31
）
 

居
宅
介
護
支
援
 

法
人
代
表
者
で
あ
り
管
理
者
兼
介
護
支
援
専
門
員
が
、
そ
の
立
場
を
利
用
し
て
、

利
用
者

12
名
に
対
し
、
平
成

29
年
２
月
か
ら
平
成

31
年
２
月
ま
で
の
間
、
実
際
に

行
わ
れ
て
い
た
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
単
位
数
を
追
加
し
て
虚
偽
作
成
し
た
「
給
付

管
理
票
」
を
大
阪
府
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
法

人
が
運
営
し
て
い
る
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
る
介
護
報
酬
の
不
正
請
求
を
ほ
う
助

し
た
。
 

ま
た
、
そ
の
不
正
を
隠
ぺ
い
す
る
た
め
に
、
虚
偽
作
成
し
た
給
付
管
理
票
を
虚
偽

作
成
す
る
前
の
情
報
に
書
き
替
え
、
証
拠
書
類
の
処
分
を
図
っ
た
。
 

第
84

条
第
１
項

第
11

号
 

な
し
 

48



熊
取
町
 

指
定
の
効
力
の
 

全
部
停
止
３
か
月
 

(R
2.
6.
30
～
9.
29
) 

居
宅
介
護
支
援
 

・
特
定
事
業
所
加
算
（
Ⅲ
）
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
専
ら
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提

供
に
当
た
る
常
勤
の
介
護
支
援
専
門
員
２
名
の
人
員
配
置
を
要
す
る
が
、
そ
の
う

ち
１
名
は
同
法
人
の
運
営
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
平
成

31
年
１
月

15
日
に
特
定
事
業
所
加
算
（
Ⅲ
）
の
基
準
に
適
合

し
て
い
る
も
の
と
し
て
届
出
を
行
い
、
平
成

31
年
２
月
か
ら
平
成

31
年
４
月
ま

で
の
期
間
に
利
用
者

65
名
に
対
し
特
定
事
業
所
加
算
（
Ⅲ
）
の
指
定
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
計
画
費
を
不
正
に
請
求
し
、
受
領
し
た
。
 

・
特
定
事
業
所
加
算
（
Ⅱ
）
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
専
ら
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提

供
に
当
た
る
常
勤
の
介
護
支
援
専
門
員
３
名
の
人
員
配
置
を
要
す
る
が
、
そ
の
う

ち
１
名
は
同
法
人
の
運
営
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
平
成

31
年
４
月
８
日
に
特
定
事
業
所
加
算
（
Ⅱ
）
の
基
準
に
適
合
し

て
い
る
も
の
と
し
て
届
出
を
行
い
、
令
和
元
年
５
月
か
ら
令
和
元
年

11
月
ま
で

の
期
間
に
利
用
者

12
1
名
に
対
し
特
定
事
業
所
加
算
（
Ⅱ
）
に
か
か
る
特
定
事
業

所
加
算
（
Ⅲ
）
分
を
超
え
る
部
分
の
指
定
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
を
不
正
に

請
求
し
、
受
領
し
た
。
 

第
84

条
第
１
項

第
６
号
 

不
正
請
求
に
係
る

返
還
額
 

1,
59
0,
09
2
円
 

(加
算
金
含
む
) 

東
大
阪
市
 

指
定
の
取
消
し
 

（
R2
.8
.1
）
 

居
宅
介
護
支
援
 

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
の
請
求
に
お
い
て
、
以
下
の
と
お
り
、
運
営
基
準
減
算

に
該
当
す
る
状
態
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
減
算
を
す
る
こ
と
な
く
不
正
に

こ
れ
を
請
求
し
た
。
 

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
を
記
録
し
て
い
な
い
又
は
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
を
開
催
し

て
い
な
い
。（

利
用
者

49
名
分
）
 

・
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
開
始
に
際
し
、
複
数
事
業
者
の
紹
介
に
関
す
る
事
項
及
び
選
定

理
由
の
求
説
明
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
文
書
交
付
に
よ
る
説
明
を
行
っ
て
い
な

い
。（

利
用
者
２
名
分
）
 

第
84

条
第
１
項

第
６
号
 

不
正
請
求
に
係
る

返
還
額
 

4,
82
0,
00
0
円
 

(加
算
金
含
む
) 
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指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者にかかる届出先について、

原則都道府県知事から中核市の長へ変更となります。
なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」

（令和元年法律第26号）により介護保険法（平成９年法律第123号）の一部が改正されました。

令和３年４月１日から
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る

届出書の届出先が一部変わります

厚生労働省老健局総務課介護保険指導室

区　分
届出先
（現行）

届出先
（令和３年４月１日以降）

①　指定事業所が三以上の地方厚生局
　管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣 厚生労働大臣

②　指定事業所が二以上の都道府県に
　所在し、かつ、二以下の地方厚生局

　管轄区域に所在する事業者

主たる事務所の所在地の
都道府県知事

主たる事務所の所在地の
都道府県知事

③　指定事業所が同一指定都市内にの
　み所在する事業者

指定都市の長 指定都市の長

④　指定事業所が同一中核市内にのみ

　所在する事業者 （※）
都道府県知事 中核市の長

⑤　地域密着型サービス(予防含む)の
　みを行う事業者で、指定事業所が
　同一市町村内にのみ所在する事業者

市町村長 市町村長

⑥　①から⑤以外の事業者 都道府県知事 都道府県知事

（※）指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く（届出先は都道府県知事のまま）
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